
診療報酬に関する掲示 

 

＜明細書発行体制加算＞ 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証

の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

明細書は、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点

をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出くだ

さい。 

 

＜医療情報取得加算＞ 

当院は、マイナ保険証の利用を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質

の高い医療の提供に努めています。 

 

＜一般名処方加算＞ 

現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。そのため、当院では、ジェネ

リック医薬品（後発医薬品）の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り

組みなどを実施しています。 

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬

剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を行う

場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患

者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。 

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

※一般名処方とは 

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。 

 

＜外来感染対策向上加算＞ 

当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱およびその他の感染症を疑わせるような症状の

ある患者様の受け入れを行っています。 

一般の患者様と有症状の患者様の動線を分けるため、症状のある場合は来院前に電話連

絡をお願いいたします。 

 

＜生活習慣病管理料＞ 

令和 6 年 6 月の診療報酬の改定におきまして、これまで当診療所で算定してきた『特定

疾患療養管理料』から、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理

を行う『生活習慣病管理料』を算定することになりました。 

この改定では医師が、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを治療している患者様個々

に応じた目標設定、具体的な指導内容、検査結果等を記載した『生活習慣病療養計画書』

を作成することになります。 

計画書には患者様にご署名をいただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 


